
 

 

 

                                    

 

 土地の があることによって他人

に損害を生じたときは、その工作物の は、被害者に対し

てその損害を賠償する責任を負います。 

ただし、

は、 がその損害を賠償しなければなりません。 

⇒ なお、損害の原因について他にその責任を負う者がある

ときは、占有者又は所有者は、その者に対して を行

使することができます。 

 

 ① は、 が負います。 

（占有者は です。占有者が

は、占有者はその責任

を免れ、 がその責任を負います。） 

  ↓ 

 ② は、 が負います。 

（所有者は です。所有者が損害の発生を防

止するのに必要な注意をしたときでも、

。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

によって他人に損害を加えたときは、

各自が その損害を賠償する責任を負います。 

⇒ です。 

  

 

 


